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平成２１年６月２６日 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 



  （東京事案） 

  １ 漁船日光丸沈没 

  （地方事務所事案） 

   函館事務所 

  ２ 漁船直信丸乗組員死亡 

  ３ 漁業取締船鷹山漁船第五十一亀宝丸衝突 

   仙台事務所 

  ４ 遊漁船もと丸乗客負傷 

   横浜事務所 

  ５ 貨物船第十一エーコープ漁船２３協栄丸衝突（漁具） 

  ６ モーターボートわかしお水上オートバイスカラベⅣ同乗者負傷 

   神戸事務所 

  ７ 瀬渡船川久丸遊泳者死亡 

  ８ 漁船第３幸伸丸乗揚 

  ９ 貨物船悠勢丸貨物船第八昭和丸衝突 

  10 貨物船清和丸乗組員負傷 

  11 モーターボートイーグル２衝突（防波堤） 

   広島事務所 

  12 漁船朝日丸モーターボートはま丸衝突 

  13 漁船大黒丸漁船松丸衝突 

  14 水上オートバイＭＲ.ジョー水上オートバイＧＰ１３００Ｒ衝突 

  15 漁船第一力丸モーターボートＬＩＢＥＲＯ衝突 

  16 モーターボート海洋丸乗揚 

   門司事務所 

  17 漁船第三十三昌徳丸乗揚 

  18 貨物船進宝丸乗揚 

  19 漁船第二共進丸浸水 

  20 漁船二重丸漁船清宝丸衝突 

   長崎事務所 

  21 遊覧船恵丸乗客負傷 

   那覇事務所 

  22 瀬渡船ＫＡＺＵ乗揚 

  23 モーターボートマルマツ漁船菊丸衝突 

  24 ダイビング船トロピコダイビング客負傷 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、

運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、

事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、

事故の責任を問うために行われたものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおり

とする。

① 断定できる場合

・・・「認められる」

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③ 可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④ 可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」

・・・「可能性があると考えられる」
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船舶事故調査報告書 

 

 

   船種船名 瀬渡船 ＫＡＺＵ 

   船舶番号 ２９６－９２９７沖縄 

   総トン数 ４.９トン 

 

   事故種類 乗揚 

   発生日時 平成２０年４月１６日 ０４時３０分ごろ 

   発生場所 沖縄県那覇市那覇港西方沖の慶伊瀬島 

         神山島灯台から真方位２８８°２.１海里付近 

         （概位 北緯２６°１６.５′ 東経１２７°３２.９′） 

 

 

                       平成２１年５月２１日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 瀬渡船ＫＡＺＵ
カ ズ

は、船長が 1 人で乗り組み、釣り客１６人を乗せ、沖縄県那覇
な は

市那

覇港を出港し、慶良間
け ら ま

列島に向けて慶伊
け い

瀬
せ

島付近を西航中、平成２０年４月１６日（水）

日出前の０４時３０分ごろ、さんご礁に乗り揚げた。 

 同船には、船首船底部、推進器翼及び舵に損傷が生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要   

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を門司地方海難審判理

事所那覇支所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（那覇事務所）ほか１人の
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地方事故調査官を指名した。 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年９月８日  現場調査 

  平成２０年９月１２日、１２月１２日、平成２１年１月１９日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 ＫＡＺＵ（以下「本船」という。）船長(以下「本船船長」という。)の口述によれ

ば、次のとおりであった。 

 本船は、本船船長ほか釣り客１６人が乗船し、慶良間列島の５箇所への瀬渡しをす

る目的で、平成２０年４月１６日０３時５８分ごろ、沖縄県那覇市那覇港浦添
うらそえ

ふ頭地

区のマリーナを出港し、那覇港の西方約１４海里（Ｍ）に位置する慶良間列島の黒島

に向かった。 

 本船船長は、航行中の動力船の灯火を表示し、フライングブリッジ※1で手動操舵に

あたり、レーダーを休止し、操縦席の右側に設置されたＧＰＳプロッターを作動させ

て、港口に向かった。 

 本船船長は、０４時０１分ごろ勢
じっ

理客
ち ゃ く

護岸付近を通過したところで、針路を約 

２８５°（真方位、以下同じ。）に定め、約１５.０ノット（kn）の速力(対地速力、

以下同じ。)とし、那覇港の西方約５Ｍに位置する通称｢チービシ｣と呼称される慶伊瀬

島（以下「チービシ」という。）の周辺に広がるさんご礁の北方を経由して黒島に向

かうことにした。 

 本船船長は、これまで昼間に船長として５回ぐらいチービシ付近を航行したことが

あったが、夜間においては、他の者が船長をしていたときに、甲板員として慶良間列

島への瀬渡しを１０回ぐらい経験したことがあり、その際、チービシの北方海域を航

行したことがあるだけで、自身が船長として夜間に同海域を航行した経験がなかった。 

 本船船長は、港口を通過したころから、右隣にいた友人の釣り客と雑談を始め、チー

ビシ付近の航路標識の灯色を知っているので、灯光を頼りに航行すれば良いと思い、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
※1 ｢フライングブリッジ｣とは、操舵室の上部に設けられた操縦席のことをいう。 
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ＧＰＳプロッターを活用して船位の確認を行わなかった。 

 本船船長は、神山島灯台を左舷正横付近に見て通過した後も、右横を向いたりして

雑談に気を取られていたため、次の目標であるナガンヌ島北西方灯標の灯光(白光)を

見落とし、左舷前方に光達距離が長い端
はて

島
しま

灯台の灯光(白光)を視認した。そのため、

本船船長は、黒島に向ける転針予定場所を通過したものと勘違いし、針路を約２５９°

に転じた。 

 本船船長は、転針したことにより、ナガンヌ島北方のさんご礁海域に向首する状況

となったが、その後も友人との雑談を続け、ＧＰＳプロッターにより船位の確認を行

わなかったので、この状況に気付かなかった。 

 本船は、同じ針路及び速力のまま航行中、０４時３０分ごろで、神山島灯台から 

２８８°２.１Ｍ付近のさんご礁に乗り揚げた。 

 本船は、自力で離礁することができず、０５時１２分ごろ海上保安庁に電話で救助

を要請した後、本船船長が本船の錨を使用して船固めを行い、来援した巡視艇に釣り

客を移乗させた。また、本船は、同日１４時４５分ごろ僚船により引き下ろされ、 

えい
．．

航されてマリーナに帰港した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年４月１６日０４時３０分ごろで、発生場所は、神

山島灯台から２８８°２.１Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 本船船長の口述によれば、船首船底部、推進器翼及び舵に損傷が生じた。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 本船船長 

   ① 性別、年齢、操縦免許証 

     本船船長 男性 ４２歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録日 平成１０年９月３日 

       免許証交付日 平成２０年９月２日 

              （平成２５年９月２日まで有効） 
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   ② 主な乗船履歴又は職歴 

     本船船長の口述によれば、一級小型船舶操縦士免許を取得後、平成１１年

４月水中観賞船の船長となり、平成１７年４月から有限会社大洋レジャーセ

ンター（以下「遊漁船業者」という。）に臨時職員として雇用され、月に２０

回程度、遊漁船業者が所有する船舶の船長又は甲板員として乗船していた。 

   ③ 健康状態 

     本船船長の口述によれば、健康状態は良好で、視力は両眼とも裸眼で 

１.５、聴力は正常であった。 

   ④ 救命胴衣の着用状況 

     本船船長の口述によれば、本船船長及び釣り客全員が救命胴衣を着用して

いた。 

  (2) 遊漁船業者 

遊漁船業者の担当及び本船船長の口述並びに業務規程によれば、次のとおり

である。 

   ① 遊漁船業者は、平成１５年９月に他社から遊漁船の運航事業を譲り受け、

遊漁船業の適正化に関する法律に基づき、沖縄県知事の登録（平成２５年 

９月２９日まで有効）を受け、遊漁船業の実施等に関する規程(以下「業務規

程」という。)を定めて同知事に届け出ていた。事故当時は、本船船長ほか 

５人を遊漁船業務主任者（以下「業務主任者」という。）に選任し、本船の

ほか３隻を登録して、那覇港内の防波堤をはじめ、慶良間列島の各島々など

への瀬渡しを行っていた。 

   ② 業務規程には、従業者等に対する教育として、従業者が適正に業務を実施

できるよう、業務規程の内容について教育を実施することが定められている。

また、事業者、船長又は業務主任者が行う利用者の安全確保に関する事項と

して、情報の収集・伝達、荒天時の出航中止基準及び帰航基準の遵守、海事

関係法令の遵守等について定められている。さらに、船長は、他船と衝突し

ないよう、常時、適切な見張りを行い、他船の動静把握に努めるとともに適

切な操船をすること、船長及び業務主任者は、救命胴衣の着用、海難等の発

生時における海上保安機関等への連絡について励行するよう定められてい

る。 

   ③ 遊漁船業者は、平成１７年に本船船長を雇用した時に業務主任者に選任し、

以後瀬渡船等の運航に従事させ、昼間に単独で慶良間列島に瀬渡しさせたこ

とがあり、夜間も他の船長の補佐として同列島への瀬渡しを経験させていた

ので、他の船長に夜間航海の注意事項並びにレーダー及びＧＰＳプロッター

の使用方法などを教わって慣れているものと思っていた。そのため、本船船
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長に対し、特段の教育指導を行っていなかった。 

   ④ 海上運送法は、遊漁船及び瀬渡船には適用がないとされている。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２９６－９２９７沖縄 

  船 籍 港  沖縄県那覇市 

  船舶所有者  有限会社大洋レジャーセンター 

  総 ト ン 数  ４.９トン 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １１.６５ｍ×２.７２ｍ×０.８８ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機関の種類  ディーゼル機関１基 

  出    力  ２１６kＷ（連続最大） 

  推 進 器  プロペラ１個 

  進 水 年 月  昭和６２年１２月 

  最大搭載人員  旅客２０人、船員１人計２１人 

  航 行 区 域  限定沿海 

  用    途  遊漁船 

 

 2.5.2 積載状態 

  本船船長の口述によれば、本船には、本船船長ほか１６人が乗船し、出港時の喫

水は、船首０.３ｍ、船尾１.０ｍであった。 

 

 2.5.3 設備、性能等 

   (1) 機器の設備及び性能 

     本船の操舵室及びフライングブリッジには、操舵装置及び機関遠隔操縦装

置が設置されており、いずれにおいても操船ができるようになっていた。ま

た、操舵室には、磁気コンパスのほか、レーダー、ＧＰＳプロッター及び魚

群探知機が備えられており、レーダー及びＧＰＳプロッターの映像は、１台

の画面表示器にレーダー及びＧＰＳプロッターの映像を分割して表示させる

ことも、両映像を重畳して表示させることもできるようになっていた。同表

示器は、操舵室及びフライングブリッジにそれぞれ設置されていた。 

   (2) 機器の操作状況 

     本船船長の口述によれば、本船船長は、旧型のＧＰＳプロッター等の操作

方法は知っていたが、本船のレーダー及びＧＰＳプロッターが新型の機種で



 

 - 6 - 

あるため、操作方法に慣れていなかった。そのため、ＧＰＳプロッターにつ

いては、電源を入れて画面を表示させることができるだけで、その他の操作

ができず、また、レーダーについては、映像を表示させることはできたが、

使用したことはなかった。事故当時、ＧＰＳプロッターは作動させていたが、

レーダーは休止していた。フライングブリッジの画面表示器には、ＧＰＳプ

ロッターの画面を表示させており、同画面にはチービシ周辺のさんご礁海域

が表示されていた。また、事故当時、船体、機関及び機器類には、不具合又

は故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値  

  事故現場の東南東約１５㎞に位置する沖縄気象台の事故当日の観測値は、次のと

おりであった。 

  ０３時 天気 快晴、風向 南東、風速 ４.４m/s、視程 １０.０km 

  ０４時   －  、風向 南東、風速 ３.９m/s、   － 

  ０５時   －  、風向 南東、風速 ２.８m/s、   － 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  本船船長の口述によれば、事故現場付近の気象は、次のとおりであった。 

   天気 晴れ、風向 南、風速 約５m/s、視程 約１０㎞ 

 

 2.6.3 日出時刻及び潮汐 

  海上保安庁刊行の天測暦及び潮汐表によれば、事故当日の事故現場付近における

日出時刻は、０６時０５分であり、事故現場の東方１８Ｍ付近に位置する那覇港に

おける事故当時の潮汐は、上げ潮の末期であった。 

 

２.７ 事故水域及び航路標識に関する情報 

 海上保安庁刊行の海図Ｗ２２２Ａ（沖縄島南部）及び灯台表によれば、那覇港（港

則法の特定港）の西方約５Ｍに位置するチービシは、神山島、ナガンヌ島及びクエフ

島の３島からなり、その周辺には、東西約４Ｍ、南北約２Ｍの範囲にさんご礁が広 

がっており、特に、ナガンヌ島の北方から南西方にかけては、さんご礁が広範囲に広

がっている。また、チービシ東端の神山島には神山島灯台、南端のクエフ島にはクエ

フ島南方灯標、ナガンヌ島沖のチービシ北西端にはナガンヌ島北西方灯標及び南西端

にはナガンヌ島南西方灯標が設置されており、さらに、ナガンヌ島北西方灯標の西南

西方約４.７Ｍに位置するハテ島には、端島灯台が設置されている。各航路標識の灯質
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及び光達距離は、神山島灯台が単閃白光の毎４秒に１閃光で光達距離が９Ｍ、ナガン

ヌ島北西方灯標が群急閃白光の毎１５秒に９急閃光で光達距離が３Ｍ、端島灯台が単

閃白光の毎３秒に１閃光で光達距離が８Ｍとなっている。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故に至る経路並びに乗揚時刻及び場所の解析 

 3.1.1 事故に至る経路 

  ２.１から、航行経路は、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) ０４時０１分ごろ勢理客護岸付近を通過したとき、針路をチービシの北方

約０.６Ｍに向く約２８５°に定め、約１５kn の速力で航行し、神山島灯台

の灯光を左舷正横付近に見て通過した後、針路を約２５９°に転じた。 

   (2) 針路を約２５９°に転じた場所については、乗揚場所から転じた針路の反

方位線と２８５°の針路線との交点を求め、神山島灯台から３２１°１.１Ｍ

付近であった。また、転針時刻については、転針・乗揚両場所間の航程と速

力とにより所要時間を求め、乗揚時刻から逆算して０４時２４分ごろであっ

た。 

 

 3.1.2 乗揚時刻及び場所 

  ２.１から、乗揚時刻は、０４時３０分ごろで、乗揚場所は、神山島灯台から 

２８８°２.１Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶等の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４(1)から、本船船長は、適法で有効な操縦免許証を有し、視力は両眼

とも１.５で、平成１７年４月から遊漁船業者に臨時職員として雇用され、業

務主任者に選任されて、月に２０回程度、船長として乗船していたものと考

えられる。 

   (2) 船舶 

     2.5.3 から、船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなかったもの

と考えられる。 

   (3) 遊漁船業者による教育指導  
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     ２.４(2)から、遊漁船業者は、本船船長を業務主任者に選任し、瀬渡船等

の運航に従事させていたが、昼間に単独で慶良間列島に瀬渡しさせたことが

あり、夜間も他の船長の補佐として同列島への瀬渡しを経験させていたので、

他の船長に教わって慣れているものと思い、本船船長に対し、特段の教育指

導を行っていなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 船位の確認及び見張りの状況 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船船長は、フライングブリッジで手動操舵にあたり、ＧＰＳプロッター

を作動させていたものの、レーダーを休止し、同人の右隣にいた友人の釣り

客と雑談をしながら航行した。本船船長は、チービシ付近の各航路標識の灯

色を知っていたので、灯光を頼りに航行すればよいものと思い、ＧＰＳ 

プロッターを活用して船位の確認を行わなかった。 

   (2) 本船船長は、神山島灯台の灯光を左舷正横付近に見て通過後も、右横を向

いたりして雑談に気を取られ、適切な見張りを行っていなかったので、次の

操船目標であるナガンヌ島北西方灯標の灯光を見落としたことから、ナガン

ヌ島北西方灯標よりも約４Ｍ遠方にある光達距離が長い端島灯台の灯光を視

認した際、ナガンヌ島北西方灯標北方の、黒島に向ける転針予定場所を通過

したものと勘違いしたため、針路を約２５９°に転じた。 

   (3) 本船船長は、ＧＰＳプロッターを活用していなかったため、チービシとの

位置関係が確認できず、転針後も船位の確認を行っていなかったので、さん

ご礁海域に向かっていることに気付かなかった。 

 

 3.2.3 気象及び海象 

  ２.６から、事故当時の気象及び海象は、天気晴れ、風向南東、風速約５m/s 

（風力３）、視界は良好で、潮汐は上げ潮の末期であったものと考えられる。 

 

 3.2.4 航路標識の視認性に関する状況 

  ２.７、3.1.1(2)、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

針路を約２５９°に転じるころ、ナガンヌ島北西方灯標までの距離が約２.４Ｍ

で、また、端島灯台までの距離が約６.５Ｍであり、視界が良好であったことから、

同灯標及び同灯台の灯光を視認することが可能であった。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、2.5.3(2)、3.2.1(2)及び 3.2.2 から、次のとおりである。 
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   (1) 本船船長は、自らが船長として夜間にチービシ付近海域を航行した経験が

なかったものと考えられる。 

   (2) 本船船長は、チービシ付近に設置された各航路標識の灯色を知っていたも

のの、各航路標識の位置関係を正確に把握していなかったものと考えられる。 

   (3) 本船船長は、各航路標識の灯色を知っていたので、灯光を頼りに航行すれ

ばよいと思い、ＧＰＳプロッターを活用して船位を確認しなかったものと考

えられる。 

   (4) 本船船長は、ＧＰＳプロッターを作動させて画面を表示させていたものの、

レーダーは日ごろから使用しておらず、事故当時も休止していたものと考え

られる。 

   (5) 本船船長は、フライングブリッジで手動操舵を行いながら、右隣にいた友

人との雑談に気を取られ、適切な見張りを行っていなかったので、ナガンヌ

島北西方灯標の灯光を見落とした可能性があると考えられる。 

   (6) 本船船長は、端島灯台の灯光を視認した際、ナガンヌ島北西方灯標の灯光

を見落としたため、黒島に向ける転針予定場所の同灯標北方を通過したもの

と勘違いした可能性があると考えられる。 

   (7) 本船船長は、ＧＰＳプロッターを活用して船位を確認しなかったので、チー

ビシとの位置関係を把握しておらず、また、ナガンヌ島北方のさんご礁に向

けて航行していることに気付かなかったものと考えられる。 

   (8) 遊漁船業者は、本船船長について、昼間に単独で慶良間列島に瀬渡しさせ

たことがあり、夜間も他の船長の補佐として同列島への瀬渡しを経験させて

いたので、他の船長に夜間航海の注意事項並びにレーダー及びＧＰＳプロッ

ターの使用方法などを教わって慣れているものと思い、本船の運航に関する

特段の教育指導を行っていなかったものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、夜間、本船が沖縄県那覇港西方沖合のさんご礁が広がるチービシ付近を

西航中、船位の確認が適切に行われなかったため、ナガンヌ島北方のさんご礁海域に

向けて転針し、さんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 船位の確認が適切に行われなかったのは、本船船長が各航路標識の灯光を頼りに航

行すればよいと思い、ＧＰＳプロッターを活用していなかったことによるものと考え

られる。 
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 本船船長がナガンヌ島北方のさんご礁海域に向けて転針したのは、釣り客との雑談

に気を取られ、適切な見張りを行っていなかったので、ナガンヌ島北西方灯標の灯光

を見落としたこと、及びチービシ付近の各航路標識の位置関係を正確に把握していな

かったことから、端島灯台の灯光を視認した際、黒島に向ける転針予定場所の同灯標

北方を通過したものと勘違いしたことによる可能性があると考えられる。 

 本船船長がレーダー及びＧＰＳプロッターを活用していなかったのは、遊漁船業者

が本船船長に対する本船の運航に関する教育指導を十分に行っていなかったことが関

与した可能性があると考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 




